長野県都市・まちづくり課からの意見への対応
　パブリックコメントの実施期間中に、長野県建設部都市・まちづくり課よりいただいた指摘内容と、これらの指摘ごとに対応案を下表にまとめ、これに沿って素案の修正を行いました。
　種類（１：要修正　　２：提案（修正するかしないかは市の判断）　３：確認したい事項）
	番号
	箇所
	種類
	指摘内容
	対　応

	①
	16ｐ　１．２（４）①
	１
	「『大町商店街な』ど、」
↓
「『大町商店街』など、」

	　ご指摘のとおり、記載の誤りですので、修正させていただきます。

	②
	32ｐ　４．１（２）
※１、※２
	１
	プラント類や貯蔵施設類、処理施設類、電気供給施設等のあとの「：」が抜けています。

	　ご指摘のとおり、記載の誤りですので、修正させていただきます。

	③
	33ｐ　４．２（１）
	２
	イ　規模　里山の基準「高さは極力おさえ、周辺の棚田景観との調和に努める」とありますが、里山エリアは広範囲にわたるため、必ずしも「棚田景観」に限らないのでは、という印象を受けました。

	　ご指摘をふまえ、「周辺の棚田景観」を「周辺の自然景観や里山景観」に修正させていただきます。

	④
	41ｐ　５．３（２）
	１
	「眺望景観として上とくに重要で」
↓
「眺望景観としてとくに重要で」

	　ご指摘のとおり、記載の誤りですので、修正させていただきます。

	⑤
	43ｐ　６．２
	２
	「地域・住民や企業、NPOその団体等」
↓
「地域・住民や企業、NPOその他の団体等」
（意味に応じて修正が必要と考えます）

	　ご指摘のとおり、記載の誤りですので、修正させていただきます。

	⑥
	44ｐ　６．２（２）
	２
	景観づくり住民協定について、有効期間の設定はありませんが、県が現在まで運用してきた経験上、一定の有効期間を設けることが望ましいと考えていますので、ご検討いただけると幸いです。（例「10年を推奨」など）

	　ご指摘をふまえ、今後の条例案の作成において、対応を検討し、計画に反映いたします。

	⑦
	49ｐ詳細編１（２）
中綱湖周辺重点地域
（No.22）の指定範囲
	１
	「大町ダム周辺重点地域」
↓
「中綱湖周辺重点地域」

	　ご指摘のとおり、記載の誤りですので、修正させていただきます。

	⑧
	34ｐ　４．２
景観づくりの基準
その他
	２
	「屋外における広告物の表示又は掲出」についての基準が定められていますが、景観法第16条第７項第11号及び景観法施行令第10条第４号により、屋外広告物法の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物については、景観法の届出の適用除外となっております。
　よって、景観計画のなかで屋外広告物に関する基準を規定することは難しいと考えます。
	　ご指摘をふまえ、「屋外における広告物の表示又は掲出」についての基準は削除させていただきます。
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